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（１）成果の評価 

１）都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況 

指標１： 災害に対する不安の改善度 

Ａ：事前評価時の『従前値』の求め方 

①従前値の 

 設定時期 

都市再生整備計画作成時（令和２年度時点） 

②実施主体 都市計画課 

③計測手法 ・木田区の全世帯を対象とした「木田駅周辺のまちづくりに関するアンケート」を実施

し、「豪雨時の水はけや災害への安全性」の５段階評価（満足５、やや満足４、普通３、

やや不満２、不満１）の平均値を算出した。 

Ｂ：事後評価時のデータの計測方法と『評価値』の求め方 

④計測時期 令和７年 10 月下旬 

⑤実施主体 都市計画課 

⑥データの 

計測手法 

・木田区の全世帯を対象とした「木田駅周辺のまちづくりに関するアンケート」を実施

し、「豪雨時の水はけや災害への安全性」の５段階評価（満足５、やや満足４、普通３、

やや不満２、不満１）の平均値を算出する。 

⑦評価値の 

求め方 

・排水施設整備の向上を図るために整備が進められている地下式調整池は、令和７年３

月に概ね整備が完了していることから、令和７年 10 月のアンケート調査段階で当該

事業の整備効果が評価可能である。 

・そのため、令和７年 10 月のアンケート調査結果から得られる計測値を確定値とする。 

⑧確定／見 

込みの別 

● 確 定  

 見込み 

Ｃ：フォローアップ時の『確定値』の求め方 

⑨ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

の必要性 

 あ り  

● な し 

⑩計測時期  

⑪実施主体  

⑫計測手法  
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指標２： 地区内の歩行者通行量 

Ａ：事前評価時の『従前値』の求め方 

①従前値の 

 設定時期 

都市再生整備計画作成時（令和２年度時点） 

②実施主体 都市計画課 

③計測手法 ・都市計画道路木田駅前線の南伸整備による効果を計測するため、名鉄木田駅南側駐輪

場前において自転車・歩行者通行量調査を実施し、南行き及び北行きの通行量の合計

を計測した。 

Ｂ：事後評価時のデータの計測方法と『評価値』の求め方 

④計測時期 令和７年９月 

⑤実施主体 都市計画課 

⑥データの 

計測手法 

・都市計画道路木田駅前線の南伸整備による効果を計測するため、名鉄木田駅南側駐輪

場前において、自転車・歩行者通行量調査を実施し、南行き及び北行きの通行量の合

計を計測する。 

⑦評価値の 

求め方 

・都市計画道路木田駅前線の南伸整備は、令和８年３月に完了を予定している。そのた

め、交通量調査を実施する令和７年９月は事業中となり、当該事業による効果を計測

することができない。 

・令和７年 9 月の自転車・歩行者通行量調査結果を見込み値として評価し、事業完了後

における自転車・歩行者交通量を確定値とする。 

⑧確定／見 

込みの別 

 確 定  

● 見込み 

Ｃ：フォローアップ時の『確定値』の求め方 

⑨ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

の必要性 

● あ り  

 な し 

⑩計測時期 令和８年９月時点 

⑪実施主体 都市計画課 

⑫計測手法 ・都市計画道路木田駅前線の南伸整備後の名鉄木田駅南側駐輪場前において、自転車・

歩行者通行量調査を実施し、南行き及び北行きの通行量の合計を計測する。 
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指標３： まちづくり活動参加人数 

Ａ：事前評価時の『従前値』の求め方 

①従前値の 

 設定時期 

都市再生整備計画作成時（令和２年度時点） 

②実施主体 都市計画課 

③計測手法 ・地域住民が開催するまちづくり活動の参加人数として、令和 2 年度のまちづくり協議

会の参加人数（役員会、委員会）を計測した。 

Ｂ：事後評価時のデータの計測方法と『評価値』の求め方 

④計測時期 令和７年 12 月 

⑤実施主体 都市計画課 

⑥データの 

計測手法 

・地域住民が開催するまちづくり活動の参加人数は、令和 7 年度のまちづくり協議会（役

員会、委員会）と、令和７年 10 月にまちづくり協議会が開催する駅前マルシェの参加

人数の合計値とする。 

・駅前マルシェの参加人数は、１時間毎に会場内の滞在者数をカウンタで計測して把握

する。 

⑦評価値の 

求め方 

・木田区では令和元年度にまちづくり協議会を発足し、地域住民が主体となって駅周辺

のにぎわい創出に向けた検討を実施しており、令和６年度から駅前マルシェを開催し

ている。 

・まちづくり協議会や駅前マルシェは地域住民が開催するまちづくり活動の一環であ

り、参加人数の増加は都市再生整備事業の効果と言える。 

・また、計測した値は令和７年度内に変動することが想定されないため、確定した評価

値とする。 

⑧確定／見 

込みの別 

● 確 定  

 見込み 

Ｃ：フォローアップ時の『確定値』の求め方 

⑨ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

の必要性 

 あ り  

● な し 

⑩計測時期  

⑪実施主体  

⑫計測手法  
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２）その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現の計測 

数値指標１： にぎわいや地域活動の活発さに関する住民満足度 

記述理由 ・まちづくり協議会では、令和５年度に地元の歴史をまとめたパンフレットの作成・配

布、令和６年度より駅前マルシェを実施するなど、活発に活動を実施しており、地域

活動の活発さに対する住民の満足度を定性的に図る指標としてふさわしいと考えられ

る。 

Ａ：事前評価時の『従前値』の求め方 

①従前値の 

 基準時点 

都市再生整備計画作成時（令和２年度時点） 

②実施主体 都市計画課 

③計測手法 ・木田区の全世帯を対象とした「木田駅周辺のまちづくりに関するアンケート」を実施

し、「にぎわいや地域活動の活発さ」の５段階評価（満足５、やや満足４、普通３、や

や不満２、不満１）の平均値を算出した。 

Ｂ：事後評価時のデータの計測方法と『評価値』の求め方 

④計測時期 令和 7 年 10 月下旬 

⑤実施主体 都市計画課 

⑥データの 

計測手法 

・木田区の全世帯を対象とした「木田駅周辺のまちづくりに関するアンケート」を実施

し、「にぎわいや地域活動の活発さ」の５段階評価（満足５、やや満足４、普通３、や

や不満２、不満１）の平均値を算出する。 

⑦評価値の 

求め方 

・木田駅周辺のにぎわい創出を図る取組としてまちづくり協議会が開催する駅前マルシ

ェは、令和７年 10 月に実施することから、令和７年 10 月下旬のアンケート調査段階

で当該事業の整備効果が評価可能である。 

・そのため、令和７年 10 月下旬のアンケート調査結果から得られる計測値を確定値とす

る。 

⑧確定／見 

込みの別 

● 確 定  

 見込み 

Ｃ：フォローアップ時の『確定値』の求め方 

⑨ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

の必要性 

 あ り  

● な し 

⑩計測時期  

⑪実施主体  

⑫計測手法  
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（２）実施過程の評価 

１）モニタリングの実施状況の確認 

Ａ：都市再生整備計画への記載状況および実施状況 

 ア□ 都市再生整備計画に実施することを記載した 

イ■ 都市再生整備計画に記載しなかった 

ウ□ 都市再生整備計画に記載はないが実施した 

Ｂ：実施事項（※Ａで、アまたはウに該当する場合に記入、イの場合には「なし」と記入） 

 なし 

Ｃ：事後評価時の確認方法 

①時  期 － 

②確 認 先 － 

③確認方法 － 

 

２）官民連携による取組の実施状況の確認 

Ａ：都市再生整備計画への記載状況および実施状況 

 ア□ 都市再生整備計画に実施することを記載した 

イ■ 都市再生整備計画に記載しなかった 

ウ□ 都市再生整備計画に記載はないが実施した 

Ｂ：実施事項（※Ａで、アまたはウに該当する場合に記入、イの場合には「なし」と記入） 

 なし 

Ｃ：事後評価時の確認方法 

① 対  象 － 

② 時  期 － 

③ 確 認 先 － 

④ 確認方法 － 

 

３）持続的なまちづくり体制の構築状況の確認 

Ａ：都市再生整備計画への記載状況および実施状況 

 ア■ 都市再生整備計画に実施することを記載した 

イ□ 都市再生整備計画に記載しなかった 

ウ□ 都市再生整備計画に記載はないが実施した 

Ｂ：実施事項（※Ａで、アまたはウに該当する場合に記入、イの場合には「なし」と記入） 

 令和元年度からまちづくり協議会が再発足し、駅周辺の整備やコミュニティ向上に

よるにぎわい創出等について検討を進め、今後の地域まちづくり推進団体として継

続を図る。 

Ｃ：事後評価時の確認方法 

① 対  象 まちづくり協議会 

② 時  期 令和７年 12 月 

③ 確 認 先 都市計画課、まちづくり協議会 

④ 確認方法 令和８年度以降におけるまちづくり活動実施主体に関する設立方法、実施体制を確

認する。 
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（４）今後のまちづくり方策の作成 

①時  期 令和７年 12 月 

②実施主体 都市計画課（都市再生整備計画主幹課） 

③検討体制 都市計画課が主幹課となり、土木課にヒアリングを実施する。 

 

 

（５）事後評価原案等の公表 

 原案の公表 評価結果(最終)の公表 

①時  期 令和８年１月 令和８年３月 

②実施主体 都市計画課 都市計画課 

③公表方法 広報への掲載により周知し、都市計画課

窓口での閲覧、ホームページでの掲載に

より公表する予定である。公表期間は１

ヶ月とする。 

市 HP への掲載により公表する。 

 

 

（６）評価委員会の審議 

①時  期 令和８年２月 

②実施主体 都市計画課（都市再生整備計画主幹課） 

③設置・ 

運用方法 

あま市が設置する評価委員会で、まちづくりの観点から都市再生整備計画事業の事

後評価を審議する。 

 

 

（７）その他の機会における有識者からの意見聴取の予定 

①聴取方法 予定なし 

 ※（３）～（６）の検討以外に市町村で任意に有識者から意見聴取を予定する場合に記入 

 

（８）事後評価に必要な経費に関わる予算措置の状況 

①予算措置 

の状況 

ア□ 費用は発生しない 

イ■ 費用は発生するが、予算措置を講じている 

ウ□ 費用は発生するが、予算措置は講じていない 

エ□ その他（                                ） 

  

（３）効果発現要因の整理 
①時  期 令和７年 12 月 

②実施主体 都市計画課（都市再生整備計画主幹課） 

③検討体制 都市計画課が主幹課となり、土木課にヒアリングを実施する。 
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